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 学術とは、芸術分野を含む学問一般のこと 
 一つは、政府の科学・技術政策は、理・工・医・農の物質科学系か

生命科学系の自然科学に限定され、社会科学、人文科学は除外
されてきた。 

 また、審議会等の審議対象も自然科学系で、社会科学、人文科
学は同様の扱いを受けてきた。 

 たとえば、現在の科学技術・学術審議会の所掌事務は、｢文部科学大臣の
諮問に応じて、科学技術の総合的振興に関する重要事項及び学術の振興
に関する重要事項を調査審議し、又は文部科学大臣に意見を述べること｣、
ならびに海洋開発や測地、技術士法に関わる事項 

 ⇒ ｢科学技術の振興｣が主たるものとなっている。 
 01年中央省庁再編、文部省は科学技術庁と統合、文部科学省 
    旧文部省学術審議会は科学技術・学術審議会へ。 
 ⇒ 組織呼称名でも学術は後方においやられた。 
 ⇒ こうした日本の学術行政が内包する問題をどうとらえ、 
    どう改善していくのか、重要な課題である。 
 



 

 二つは、研究体制をどのような構成で、どのように組織・
運営するか 

 安倍政権の｢総合戦略｣は、科学と技術とを一体化させ
ているだけでなく、それをさらにイノベーションと一体化させ、
出口のイノベーション、すなわち産業化としての成果が意
識されたものになっている。 

 ⇒科学と技術、イノベーションの相互の関係をどのように
理解し、連携させるかということがポイントになる。 

   また、これを構成する主体はだれが担うのか、 

  すなわち、産官学連携が話題となるが、 

   産業界、行政府、学術界などがどう担い、連携するか。 

 ⇒この点で、望ましい研究・開発のシステム、実用化へと
結びつける、産業化のあり方をどう考えていくのか。 

 

 

「総合戦略」は、上位政策アベノミクス（金融、財
政、成長戦略）に統括される関係にある 

例えば「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフ
レ・経済再生～」(13年6月14日閣議決定)の 

 第2章「強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な
生活の実現」には 

 「日本再興戦略」基本設計の第一として「生産性
の向上を生む科学技術イノベーションなどの基盤強
化（日本再興戦略プラン）」が必要であると 

「日本再興戦略―JAPAN is BACK―」(6月14日）には 

 アクションプランの日本産業再興プランの一つに   

 「科学技術イノベーションの推進」を位置づける 



 

 「総合戦略」は、民主党政権下で閣議決定された
第四期科学技術基本計画との整合性を図りつつも 

 第一次安倍内閣時に閣議決定（07年6月）の 

 「長期戦略方針｢イノベーション25｣｣の継承･強調 

 実際「総合戦略」策定プロセスにおいて 

 「イノベーション25」のフォローアップ 

  その成果を指摘し 

 民主党政権下で策定された四期計画の根幹は 

 「イノベーション25」にあったとし 

 科学技術イノベーション政策は 

 第一次安倍政権下において定まったのだと 

 

 

 「総合戦略」は、科学と技術とを一体的にとらえている
ばかりか、 

 「科学技術」を社会経済的な成果としての「イノ 
  ベーション」と一体化し、これを出口とする 
 イノベーション政策が導入されたのは 
  第三期科学技術基本計画（2006～10年度） 
 科学技術力をイノベーションの実現を通じて 
 産業競争力の優位性、社会的な課題解決に結びつけた 
 このイノベーション政策は 
 「イノベーション25」を介して 
 第四期基本計画で経済界の政策誘導の下 
  科学技術とイノベーションとの一体化政策としての  
  「科学技術イノベーション政策」へと展開 



 

 第3期基本計画における重点分野別（ライフサイエンス、情報通
信、環境、ナノテクノロジー・材料の四つの重点推進分野、エネルギー、も
のづくり技術、社会基盤、フロンティアの四つの推進分野）の政策から、
第4期基本計画は｢イノベーション創出｣までを視野に入れ、
社会的な『課題解決型』の政策へ転換。 

 経済産業省産業構造審議会の産業技術分科会基本問
題小委員会の中間報告｢イノベーション力を強化する産業
技術政策の在り方―出口を見据えた競争と協調｣（2009年8
月） 

 ⇒ 次の社会のコンセプトを捉え、技術の高度化とその組み合
わせを図っていくコンセプトドリブン型の研究開発であること、 

 ⇒ またグローバル規模でのデジタル化・ネットワーク化にともな
い経済社会のニーズの側はもちろん、技術シーズの側も高度
化・複雑化し、多岐にわたるために、その実現に向けて多様な
専門技術領域を担う研究主体が｢競争｣と｢協調｣繰り返し転
換していく研究開発競争モデルを求めるもの。 

 

 産業界の研究開発概念の基礎研究の領域は、研究開発
の区分での応用研究分野までも取り込んだものになっている。 

 産業競争力懇談会（大手民間企業32社と有力大学・研
究機関5機関）報告書｢基礎研究についての産業界の期
待と責務｣（2009.3） 

 ⇒｢基礎研究は，学術指向研究と，技術指向研究の内の
｢革新研究｣を合わせたものとして定義｣している。 

 ○学術指向研究：飛躍知の研究：全く新しい知の体系を切り開く研
究／融合知の研究：既存学術領域を融合し、新たな知や技 術
の体系を構築する研究／基盤知の研究：既存の知や技術の体系
を深化・拡充・継承する研究。 

 ○技術指向研究：革新研究：将来の応用における重要課題を構
想し、根源に遡って解決法を探索する研究／応用研究：特定の目
標に対し、既存の知識、技術を適用して、その実現を図る研究／
開発研究：新規材料・工程の導入や既存技術の改良により新た
な製品・サービスを実現する研究。 



 

 2002‐04年度｢21世紀COEプログラム｣（182～367億円） 
 2007‐11年度｢グローバルCOEプログラム｣（158～342億円） 
 2012‐13年度｢革新的イノベーション創出プログラム｣（COI STREAM、

78～162億円） 
 ⇒ 科学技術振興機構がつかさどる｢産学官による実用化促進

のための研究開発支援｣すなわちイノベーションを出口成果として、 
  「日本経済の再興」に資する産業経済支援的な性格が強い。 
 COIのビジョン研究課題は、 
   1）少子高齢化先進国としての持続性確保、 
   2）豊かな生活環境の構築(繁栄し、尊敬される国へ)、 
   3）活気ある持続可能な社会の構築、 

 ビジョナリーチームのリーダーは大手企業の役職者 
   研究拠点のプロジェクトリーダーは基本的に企業側、 
   リサーチリーダーが大学・研究機関側となっている。 
 採択拠点数は合計12＋サテライト11、トライアル拠点14（サテライト5）、A-STEP型

拠点2 

 

 基本計画策定で毎度問題となる推進体制、システム改革 
  運営上の6原則：戦略、包括的政策運営、川上から川下まで一気通貫で 
        学官連携、様々な政策手段との連携、PDCA評価・見直し 

 運営方策の組織統括に関しては 
  日本経済再生本部や規制改革会議等のｱﾍﾞﾉﾐｸｽの司令塔機能と連携し 
   実行段階でフォローすると共に、縦割り行政の排除し、 
  各府省の目標、役割・権限・責任の明確化、産学官の連携強化を進め 

 日本を基礎研究から出口まで繋ぐ 
  ｢世界で最もイノベーションに適した国｣へ 
 ⇒視野を広くとれば、イノベーションの類型には、 
   パーソナル、コミュニティ的、ギルド的なものもある。 
   ここで目指されているのはインダストリアルな産業革命を典型とする。   
   というより、ナショナルな産官学連携のイノベーションの枠組み。 
 ⇒確かに、狙いは効率的かつ柔軟性、普遍性のあるシステムの構築 
   とはいえ、経済団体が行政府と連携し、 
   イノベーション政策に学術界を誘導し動員するもの。 
 



 

 総合科学技術会議議員連名文書｢『世界で最もイノベーションに適した国』づくり
に向けて～絶え間ないイノベーションの連鎖を生み出す｣（2013年12月） 

 ｢イノベーションエコシステム｣なるキーワードが提示され、その構築にあたって｢オー
ルジャパンの視点での全体最適｣｢時間軸を意識した政策展開｣｢国際競争と国
際協調のバランス｣の三つの視点を上げ、その上で｢課題先進国｣の強みによる
日本の｢知の結節点｣としての拠点形成を提起している。 

 ⇒ このエコシステムとは、言うならば産・学・官の高い相互連携に
よるコミュニティの形成を狙ったもの、 

 ⇒ しかしながら、イノベーション生起のプロセスは、同時にパート
ナー間の相互依存性が強め、出口成果としての「絶え間ないイノ
ベーションの連鎖」の生起という大義名分の下、学術界は産・官に
協調することになり、本来のスタンツを保持できるか、疑問符が付く。 

 世界的に見れば、国家間のハードルを引き下げた連携も見られるが、｢共育ち｣の
観点を据える必要があろう。 

 ⇒ というのも、学術の発展は国際性をその本性としており、今日の
学術世界は資源的にもネットワーク的にもその国際性の性格を強め
ているが、学術研究は基本的に自由な社会環境の中で育つもの
だということに留意しなくてはならない。 

  参考、国際性と国際化の違い、そして国際化の二つの意味 

 

 中世ヨーロッパにおける大学の成立事情を見ればわかるように、
確かに中世都市の社会的課題との関係で必要とされてきたこと
はその通りであるが、 

 大学（univesitas）は、学生と教師のギルド（組合）的なものを基盤
として成立したことに留意する必要がある。 

 また、ベルリン大学の創設者フンボルトの思想に見られるように、
国家からの「学問の自由」の下に学生と教師が自主的に学問
に取り組むことで知識を習得し真理を究めるという、大学の理念
と組織原理を確立してきた経緯に留意する必要がある。 

 ⇒ ただ産業経済を利するために大学や研究機関を手段化す
ることは、経済的な利益を追求するものへと転化させ、本来は実
用性とは相対的に自立した形で、すなわち「学問の自由」の下
に真理を究めるという大学・研究機関の役割をそこなうものといわ
ざるをえない。 

 ⇒なぜ大学は、企業とは異なって非営利組織として社会的自
立性をそなえているのかということをおさえてかかる必要がある。 

 



 

 ｢革新的研究開発支援プログラム｣（ImPACT）や 
  府省横断型の｢戦略的イノベーション創造プログラム｣（SIP）  
  総合科学技術会議による進捗管理の実施責任体制 
⇒事務局ｽﾀｯﾌの強化､調査分析機能の充実､民間ｼﾝｸﾀﾝｸと連携 
  強力なマネジメント権限を持つPD（プログラムディレクター）  
  進捗管理を行う企業関係者､研究者・技術者､行政責任者 
  のエキスパートで構成されたガバニングボードの設置 
 問題は対象となる研究領域は広く多様でかつ専門性は深い  
 ⇒総合科学技術会議関連の予算戦略会議 
  外部有識者を加えるというが 
  同会議有識者議員常勤2名､非常勤議員4名､担当審議官2名 
 限られたｽﾀｯﾌで多岐にわたる研究領域の適正な検討は可能か 
 ⇒「戦略的重点化」の名の下に 
  「総合戦略」が提起する目鼻立ちがついた研究課題は充当 
   その一方で萌芽的な課題にはいき届かない恐れがある。 
 

 

 例えば、アメリカの各研究機関への配分ランキングはトップの研
究機関の配分金額の1割相当に値する研究機関は70位台であ
るが、⇒ 日本のそれは10数位台で収束しており、ここに提供され
る研究資源の違いが見て取れる。 

 こうした落差を改善すべく、どう政策化するのか、これには手を付
けず、国際競争力の名のもとに一層の傾斜配分が行われている。
望むべきは日本固有の課題に適したあり方を追求すべきである。 

 また日本の競争的資金の配分方式は前述のような問題性を抱
えており、その問題性はある意味ではアメリカ型配分方式を日本
の研究資源の枠組みを考慮せず単に採用していることにもある。 

 つまり、その功罪は競争的資金の半分程度がトップダウン的なも
のに充てられることで、前述で示した問題性を一層際立たせ、ラ
ンキング上位の大学・研究機関はこうしたトップダウン的な競争的
資金を多く獲得していることにある。 

 



 

 ここまでｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾝ政策へとシフトしてきた経緯について分析してきた。
概して言えば、科学技術基本法法制化以降の政策策定の焦点は
研究ｲﾝﾌﾗの整備への注目から知（科学・技術）の創造、科学・技
術系人材の育成、そしてｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへと目標設定を移り変えてきた。 

 しかしながら、ここに到って、これまでにもこうした視点での政策化、例
えば、2005年1月の中教審答申『我が国の高等教育の将来像』に
大学の使命として「教育」と「研究」のほかに「社会貢献」が提起され
たが、大学・研究機関の組織体制問題がとみに政策の焦眉の課
題として浮上しているところに、今日の容易ならざる事態がある。 

 というのも、前述のCOIプログラムは典型例といえるが、知と人材を育
む大学・研究機関を産業経済に資するｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝに奉仕させるべく
動員しようと、もちろんそこには政府と経済界の日本経済復興が思う
ように進んでいない焦りも見受けられるが、その組織改変に乗り出し
てきているからである。なお言えば、この組織改変は学術研究と教育
を本来の使命とする大学・研究機関の根幹を揺るがしかねない。 

 

 「総合戦略」には「イノベーション25」の日本の姿が書き込まれ 

  その文脈には、科学技術イノベーション政策とは異なった方向性 

  第一章「基本的な考え方―イノベーションでつくる日本の未来―」 

  「イノベーションの創出・促進に関する政策は、従来の政府主導に 

   よる『個別産業育成型』、『政府牽引型』から、国民一人ひとりの 

   自由な発想と意欲的・挑戦的な取組を支援する『環境整備型』へと 

   大きく転換していかねばならない」 

  ⇒経済成長と趣旨を違える「国民の合意」「生活者の視点」の重要性 

   生涯健康な社会､安全安心な社会､多様な人生を送れる社会､世界的 

   課題解決(環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ)に貢献する社会、世界に開かれた社会の形成 

 日本学術会議の報告書｢科学者ｺﾐｭﾆﾃｨが描く未来の社会｣(07年1月） 

  確かに｢イノベーション25｣に繋がる課題整理､政府ｻｲﾄﾞの意向 

  とはいえ､《ユネスコと国際科学会議（ICSU）の共催：ブダペスト 

  世界科学会議の｢科学と科学的知識の利用に関する世界宣言｣(99年7月) 

  の｢社会における科学、社会のための科学｣は重要な責務の一つ》 



 

 その意味合いの一端 
  「科学研究の遂行と､その研究によって生じる知識の利用は､貧困 
  の軽減などの人類の福祉を常に目的とし､人間の尊厳と諸権利､ 
  そして世界環境を尊重するものであり､しかも今日の世代と未来の 
  世代に対する責任を十分に考慮するものでなければならない」 
 多少のトーンダウンは否めないけれども、 
  第２期基本計画で「科学技術の両面性を踏まえて､｢社会のための、 
  社会の中の科学技術｣という観点に立つことが必要である。････ 
  科学技術と社会とのコミュニケションを確立すると共に、 
  科学技術に携わる者は、社会と人類に対する責任を自覚し、 
  高い倫理観をもたなければならない」 
 また、日本学術会議・日本の展望委員会 
  第４期基本計画への提言（09年11月）で 
  「ブダペスト宣言の趣旨に深く共鳴し､その実現を目指すとした 
  これが功を奏したのか､第四期基本計画は「基本計画の理念」の③項で 
  「社会とともに創り進める政策」の実現を記し､ 
  「国としては････社会と科学技術イノベーションとの関わりを深めるため 
   の取組を進めるとともに､････国民との対話や情報提供を更に進めること 
   により、国民の理解と信頼と支持を得るよう努める」 
 

 

 基本計画は｢社会における科学｣を除外して、科学の社会的貢献としての｢社会の
ための科学｣にのみ、すなわち｢科学技術｣を｢イノベーション｣へと転化する社会貢
献の部面だけを認容する。 

 問題は｢社会における科学｣にあるが、ブダペスト宣言の文面からすると社会におけ
る、あるべき科学のあり方、即ち倫理的態度や科学へのｱｸｾｽの平等性、国際協
調と協力などのことを指している。⇒ 従って、「社会における」と「社会のための」の
両者をセットで、しかも他の提起｢知識のための科学：進歩のための知識｣｢平和の
ための科学｣｢開発のための科学｣を受けとめることが欠かせない。 

 ことに興味深い点は｢平和のための科学｣に説かれている｢科学的思考の本質は、
常に批判的な分析に晒されながら、諸問題を異なった視点で考察し、自然や社
会の諸現象を究明しようとする能力にある｣。 

 科学の二重性の観点からとらえれば、１）科学は自然や技術の本質を明らかにす
る一方で、その成果を物質的生産経済に活かす側面もあるが、２）科学が人間の
社会的諸関係を発展させる力をそなえている側面に注視すべきである。 

 ⇒ そうした点からすれば、自然科学はもちろん、人文科学と社会科学の存在、そ
の機能が重要となってくる。日本の科学・技術政策は自然科学に偏しているが、
総合的な学術の発展としての政策の策定、支援をしないでは、科学・技術は望ま
しいあり方には行き着かないであろう。 



 

 確かに今次の「総合戦略」を含む政策全体の枠組み、方向は 
  基本的に経済界の意向を反映し、日本の国際競争力を確保せんと 
  イノベーション創出を国家の重要な戦略としている。 
  とはいえ、政府が科学・技術に措置する資源は極めて限定的である。 
 本報告で紹介したように、 
  「総合戦略」は「イノベーションに適した国」の実現 
 ⇒いわば、国を枠組みとしたナショナルイノベーションシステム 
   「日本イノベーション中央研究所」 
 ⇒望むべくは広く社会の要素を取り込む社会的イノベーションシステム 
 確かに「課題解決型」は研究成果の社会的創出で、 
  ブダペスト宣言の精神に似ているが、 
  だが、宣言は、科学の社会的あり方、その社会的機能(貢献)を 
  人類的視野からとらえており、 
  産業経済的利益を出口とする「課題解決型」とは距離がある。 
 ⇒なおいえば、 
  科学技術イノベーション政策は科学技術基本法を尊重しているとは 
  いい難く、科学的知見・技術的成果の研究開発を促す科学・技術政策 
  との関係性を見極めることが求められよう。 
 

 

 1995年に制定された科学技術基本法の九条、
基本計画が定める事項 

 「一 研究開発の推進に関する総合的な方針」 

 「二 研究施設及び研究設備の整備、研究開
発に係る情報化の促進その他の研究開発の推
進のための環境の整備に関し、政府が総合的
かつ計画的に講ずべき施策」 

 「三 その他の科学技術の振興に関し必要な事
項」とされている。 



                            20140222 
                                     明治大学駿河台校舎リバティ・タワー  
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第2次安倍内閣発足後の「大学改革」関連提言など（１） 

 
2013 
0124 （首相直属の政府機関）教育再生実行会 議発足 
0315 (産業競争力会議に) 下村文部科学大臣 

       「人材力強化のための教育戦略」提出 
0408 (自由民主党) 教育再生実行本部「成長戦略に資す 

 るグローバル人材育成部会提言」 
0422 我が国の研究開発力の抜本的強化のための基本 

 方針（案）（科学技術・学術審議会） 
0423(産業競争力会議に）下村文部科学大臣 

   「人材力強化のための教育改革プラン」提出 
0425 中教審「第2期教育振興基本計画について」（0614 

  閣議決定） 



第2次安倍内閣発足後の「大学改革」関連提言など（２） 

 
0528 これからの大学教育等の在り方 について（教育再 
   生実行会議第三次提言）   （0614 閣議決定） 
0607 総合科学技術会議「科学技術イ ノベーション総合 
  戦略〜新次元日本創造への挑戦〜」（0612閣議決定） 
0614 新たな成長戦略「日本再興戦略─  JAPAN is BACK」 

  （日本経済再生本部） 
0620 文部科学省「今後の国立大学の機能強化に向 

  けての考え方」 
1126 「国立大学改革プラン」 
1213 中教審大学分科会組織運営部会「審議まとめ」大学のガバ 

  ナンス改革の推進について 
1213 日本経団連「提言：イノベーション創出に向けた 
  国立大学の改革について」 



2001  自民党文教部会、経済財政諮問会議 
0611「大学の構造改革の方針」「大学を起点とする日本経済活性化 
 のための構造改革プラン―大学が変わる、日本を変える」（文科省） 
   「科学技術戦略の変革に向けて」 経団連  
   ➫➫国立大学法人法 
2013  自民党教育再生本部、（経済再生本部）産業競争力会議 
0315「人材力強化のための教育戦略～ 日本人としてのアイデンティ 
 ティを持ちつつ、高付加価値を創造し国内外で活躍・貢献できる人 
 材の育成に向けて～」大学を核とする産業競争力強化プラン 
   （下村文部科学大臣） 
0423「人材力強化のための教育改革プラン～ 国立大学改革、グロー 
 バル人材育成、学び直しを中心として」 
0528「これからの大学教育等の在り方について」（教育再生実行会議) 
0620「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」（文科省） 
1126「国立大学改革プラン」 
1213「提言：イノベーション創出に向けた国立大学の改革について」 
    日本経団連  
   ➫➫国立大学法人法、学校教育法等の改定 
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(文部科学省)2013年度学校基本調査（確定値） 
  
                                        国立    公立    私立    
・大学数（校） 782    86     90       606   
  
・学生数（人）2,868,872（男子1,652,860 、女子1,216,012 ）   
               前年度より7,262 減少 

                     614,783  146,160  2,107,929 
学生数の  対国立  （21.4％）  （5.1％）   （73.5％）ｘ3.3 

・教員数（人） 
（本務者）178,669   63,218   12,871   102,580ｘ1.6  
       前年度より1,099増加 

  学生数／教員数   9.7    12.2      20.6 
（兼務者）192,958   39,310  14,710    138,938ｘ3.5 
          前年度より1,650増加 

   兼務者／本務者   0.62   0.88      1.36        
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130806 平成25年度「研究大学強化促進事業」の支援対象機関の  
           決定について       機関名  配分予定額(百万円) 
 
（国立大学） 1 北海道大学 200   2 東北大学 400   3 筑波大学 300  
4 東京大学 400   5東京医科歯科大学  300  6東京工業大学  300  
７ 電気通信大学 300    8名古屋大学 400 ９豊橋技術科学大学  200  
10京都大学  400   11 大阪大学 300      12神戸大学  200  
 13 岡山大学 200      14 広島大学  300      15九州大学 300    
 16  熊本大学 200  17 奈良先端科学技術大学院大学  300  
 
（私立大学） 1 慶應義塾大学 200   2 早稲田大学  300  
 
（大学共同利用機関法人）  1 自然科学研究機構 300   
2   高エネルギー加速器研究機構 300 
3 情報・システム研究機構 300 
                                                                太字はRU11 
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今後の国立大学の機能強化に向けての考え方 
                                        （平成25年6月20日 文部科学省決定） 
1.「ミッションの再定義」を通じて、各大学の有する強みや特色、社会 

    的役割を明らかにする。 
2.大学のガバナンス改革、学長のリーダーシップの発揮を通じて、 

   各大学の有する強みや特色、社会的役割を踏まえた主体的な改 
   革を促進する。 
3.人材・システムのグローバル化による世界トップレベルの拠点形 

   成を進める。 
4.イノベーションを創出するための教育・研究環境整備を進め、理 

   工系人材の育成を強化する。 
5.人事・給与システムの改革を進め、優秀な若手研究者や外国人 

   研究者の活躍の場を拡大する。 
6.国立大学として担うべき社会的な役割等を踏まえつつ、各専門分 

   野の振興を図る。○教員養成大学・学部 ○医学分野○工学分野 
7.「国立大学改革プラン」（仮称）を策定するとともに、運営費交付 

   金の在り方を抜本的に見直す。 



「ミッションの再定義」 
 
・教員養成大学・学部については、今後の人口動態・教

員採用需要等を踏まえ量的縮小を図りつつ、初等中等教
育を担う教員の質の向上のため機能強化を図る。 
 
・医学分野について、超高齢化やグローバル化に対応し

た医療人の育成や医療イノベーションの創出により、健康
長寿社会の実現に寄与する観点から機能強化を図る。 
 
・工学分野については、我が国の産業を牽引し、成長の

原動力となる人材の育成や産業構造の変化に対応した研
究開発の推進という要請に応えていくため、「理工系人材
育成戦略」も踏まえつつ、大学院を中心に教育研究組織
の再編・整備や機能の強化を図る。 











（11月26日）「国立大学改革プラン」は 
 「日本再興戦略」（6月14日閣議決定）、 

 「教育振興基本計画」（同日閣議決定）、 
 「これからの大学教育等の在り方について（第３次提言）」
を踏まえ、➨今後の国立大学改革の方針や方策、 実施方
針を策定した。 
 国立大学法人第２期中期目標期間（2010～2015年度） 

 の後半＝改革加速期間 
 グローバル化、イノベーション機能強化、人事・給与シス 
 テムの弾力化を強化 
  「国立大学改革プラン」（ミッション再定義の実現） 
 第３期中期目標期間（2016年度～） 

 各大学の強み・特色を最大限に生かし、自ら改善・発展 
 する仕組みを構築することにより、持続的な「競争力」 
 を持ち、高い付加価値を生み出す国立大学への変換 







各大学の機能強化の方向性として 
◆世界最高の教育研究の展開拠点 
  優秀な教員が競い合い人材育成を行う世界トッ 
 プレベルの教育研究拠点の形成、大学を拠点と 
 した最先端の研究成果の実用化によるイノベー 
 ションの創出 
◆全国的な教育研究拠点 
  大学や学部の枠を越えた連携による日本トップ 
 の研究拠点の形成、世界に開かれた教育拠点 
 の形成、アジアをリードする技術者養成 
◆地域活性化の中核的拠点 
 地域のニーズに応じた人材育成拠点の形成、地 
 域社会のシンクタンクとして様々な課題を解決す 
 る地域活性化機関



 学長のリーダーシップにより強み・特色を盛り込
んだ中期目標・中期計画に基づき、組織再編、資
源配分を最適化する。 
当面の目標 
◆第３期には、教育研究組織や学内資源配分について恒 
 常的に見直しを行う環境を生み出す 
◆第３期には、国内外の優秀な人材の活用により教育研 
 究の活性化につながる人事・給与システムに 
◆学長がリーダーシップを発揮し、各大学の特色を一層伸 
 長するガバナンスを構築 
◆2020年までに、日本人海外留学者数、外国人留学生の 

 受入数を倍増 
◆今後10年間で世界大学ランキングトップ100に我が国の 
 大学10校以上を目指す 
◆今後10年で20以上の大学発新産業を創出 















就業規則の改正に伴う意見書の提出について   
                                     (131128 群馬大学) 
このたび，下記のとおり就業規則の改正を予定し
ております。 
               記 
《主な改正内容》 
１ 医療系専門職員及び事務職員に年俸制を導入 
２ ５５歳超教職員の昇給抑制 
３ 病院職員に対する諸手当の新設 
４ 学長が必要と認める場合に一時金の支給を可 
  能とする整備 
５ 病気休暇及び特別休暇の適用拡大等 
６ 早期退職募集制度の導入 



                                      国立大学協会HPより   
                                                                                                  平成２５年１２月２６日更新 
 

「国立大学改革プラン」に対する各学長からのメッセージ 
 

 
大学名          学長名           メッセージ  
群馬大学       高田 邦昭  教員組織を一元化し、
学長のリーダーシップのもとに時代の要請に迅速に対応
できる柔軟な組織編成や人事を行う体制を確立します。
地域の基盤としての大学機能を発展させつつ、本学の強
みである重粒子線を核としたがん治療や内分泌代謝研究
を遂行する組織であるイニシアティブを立ち上げ、世界レ
ベルの成果を目指します。 
 
 



国立大学改革プランの問題点（１） 
 
・「ミッション再定義」による各国立大学の強引な特徴付け 
 「機能強化の方向性」として国立大学を事実上ランク付け 
・種々の財政誘導策による、政官財が考える方向への「改 
 革」―大学を産業政策の中に組み込み、産業競争力強化 
 の観点だけに立った「大学改革」―を強要、 
・グローバル化での国家戦略に偏向、成熟社会の中での国 
 民の福祉の視点欠落。 
・「国際化」「理工系の充実」ばかり重視、他を切り捨てる姿 
 勢は、学生、国民のニーズにも背く。 
・学生の成長無視。国が国際競争の中で勝ち抜いていくた 
 めの「人材」を、大学がどう効率的に養成するかという観 
 点のみ。学生が学び成長し社会に貢献するという人生設 
 計に対し、大学がどう役に立つかという観点が欠落。 



「国立大学改革プラン」の問題点（２） 
 
・国立大学法人法の中期目標という制度とは無関係： 
 財・官・政が、国会と大学を無視して、国民の監視の届 
 かないところで計画立案・実行。 
・法人化以降、国立大学は運営費交付金削減（財政難） 
 と制度の不備による苦痛、活力低下➫産出できる論文 
 数減少、丁寧な学生の教育,長期的展望の研究 も困難 

・国立大学を３っの方向性で種別化、政府が決めた「ミッ 
 ション」に特化➫それぞれの大学中にある分野の多様 
 性を失わせ、国全体の学術の活力低減。 
・「人事・給与システムの弾力化」―法人の教職員の人事 
 の仕組みに「政・官」が介入―大学に混乱、教職員の 
 中に過度の格差拡大、今後大学で教育と研究に真剣に 
 携わっていこうとしている若手の将来に不安。 
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１．大学とその卒業生の現状 
２. 人材育成機能強化、人材のグローバル化推進 
３．財政誘導による「大学改革」の強要 
４．ミッションの再定義と国立大学改革プラン 
５．大学のガバナンス改革の推進 
６．国立大学協会、日本経団連の動向 
（おわりに） 



教育再生実行会議第三次提言「これからの大学教育等の
在り方について」 
 
大学のガバナンス改革を重視し、 
 
国や大学は、各大学の経営上の特色を踏まえ、学長・大
学本部の独自の予算の確保、学長を補佐する執行部・本
部の役職員の強化など、学長が全学的なリーダーシップを
とれる体制の整備を進める。 
 
学長の選考方法等の在り方も検討する。また、教授会の
役割を明確化するとともに、部局長の職務や理事会・役員
会の機能の見直し、監事の業務監査機能の強化等につい
て、学校教育法等の法令改正の検討や学内規定の見直し
も含め、抜本的なガバナンス改革を行う。 







社会環境の急激な変化を理由に、内部規則・慣習の見
直しと教員の意識改革が必要として、大学の自主的・自
律的なガバナンス改革を、国が制度改正、予算等で後
押しする。 

 
・学長のリーダーシップの確立―人事・予算・組織 
 再編等―、 
・学長の選考・業績評価、 
・学部長等の選考・業績評価―学長のビジョンを 
 共有できる学部長等の任命、 
・監事の役割の強化―ガバナンスの監査、 
・教授会の役割の明確化―教育研究の審議機関 
に大学が早急に改革する。 



国公私立大学共通に、 

・学長のリーダーシップの確立 
・教授会の審議事項の明確化 
・高度専門職の創設等 
・教職員の意識改革のため、 
効果的な制度改正とメリハリある支援を実施する。 
とりわけ国立大学法人へ 
・国立大学改革プランの確実な実施―ミッション再定義 
・改革構想（組織再編、資源再配分）への重点支援 
・年俸制等の導入等―を強制し、 
・（第３期中期目標・中期計画において）監事機能の強化など 
 ガバナンスにつき明記すること 
などさらなる制度（法）改正することを求めている。 

国立大学法人化後なし崩しに改悪された諸制度を（財
政的支援を含めて）法改正する。 



「 国立大学改革プラン」にもとづく大学再編計画への批判 

 
 
（はじめに） 
１．大学とその卒業生の現状 
２. 人材育成機能強化、人材のグローバル化推進 
３．財政誘導による「大学改革」の強要 
４．ミッションの再定義と国立大学改革プラン 
５．大学のガバナンス改革の推進 
６．国立大学協会、日本経団連の動向 
（おわりに） 



11月５日、国立大学協会  平成２５年度第２回通常総会 

  決議：「日本再興」に貢献する国立大学!! 
政府は、デフレからの早期脱却と経済再生を最優先課題
とし、いわゆる「三本の矢」を強力に推進している。そのた
めの「日本再興戦略」で、人材力の強化や科学技術イノ
ベーションの推進の一環として国立大学改革が位置付け
られたことは、我々国立大学に対する国民や社会の強い
期待の表れであり、身の引き締まる思いである。 
この期待に応えるべく国立大学は一丸となって「日本再
興」に貢献する。(中略) 
我々国立大学は、社会の強い期待に応え、改革を着実に
実行し、「日本再興」に更に貢献していく決意である。この
ためにも概算要求において明示された運営費交付金の
拡充をはじめ、国立大学の機能強化を支援するための関
係予算の確保・充実を要請する。 



11月26日 国大協会長声明 

「『国立大学改革プラン』の公表を受けて（声明）」 
                         
国立大学協会では、本年５月に「『国立大学改革』の基本
的考え方について－国立大学の自主的・自律的な機能強
化を目指して－」を公表し、国民の皆様に国立大学全体と
しての改革の方向性をお示ししたところです。 
我々国立大学は、この期待に応え、それぞれの強み・特
色・社会的役割(ミッション)を踏まえた機能強化を一層推

進し、グローバル化、イノベーションの創出、人材養成機
能の強化等を着実に実行していく決意であります。 
各方面の皆様には、国立大学のこうした改革の取組につ
いてのご理解をいただきますとともに、それらを支える財
政面を含む基盤の確保について今後ともご支援を賜りま
すようお願いします。 



                                                                                                           国立大学協会HPより 

 
「国立大学改革プラン」に対する各学長からのメッセージ 
  
 平成２５年１１月２６日に「国立大学改革プラン」が公表され、国立大学改革に対する文部
科学省の考え方が示されたところです。 
 同日、国立大学協会は、「『国立大学改革プラン』の公表を受けて」として、会長声明を発出
しました。 
 これを受け、各国立大学において、現在どのように大学改革に取り組んでいるか、また、今
後どう取り組んでいくのか、各学長の“決意”を「学長メッセージ」として紹介します。 
  
                                                                                                                     平成２５年１２月２６日更新 
大学名                   学長名                   メッセージ  
北海道大学  山口 佳三  北大は、学士課程から国際性やリーダーシップを涵
養する「新渡戸カレッジ」、世界トップクラスの大学から招聘したユニットと国際連携研究を展
開する総長直轄組織「GI‐CoRE」、それらを通じた人事・給与制度改革、組織再編、ガバナン

ス強化を積極的に推進し、社会の課題解決に貢献する世界最高レベルの教育研究拠点を
目指します。 
                      ～ ～ ～ ～ ～ 

琉球大学  大城  肇  沖縄の地域特性（島嶼、海洋、亜熱帯）を生かした教
育研究の推進と地（知）の拠点整備事業「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」の展開
により、地域ニーズに対応した人材育成と学び直しの機会拡充及び地域のシンクタンク機能
の強化を図り、地域活性化の中核的拠点として「地域から頼られる大学」づくりに邁進します。 
  



                                            国立大学協会HPより   
                                                                                                               平成２５年１２月２６日更新 
大学名                         学長名                   メッセージ  
群馬大学       高田 邦昭  教員組織を一元化し、学長のリーダーシップ
のもとに時代の要請に迅速に対応できる柔軟な組織編成や人事を行う体制を確立します。地
域の基盤としての大学機能を発展させつつ、本学の強みである重粒子線を核としたがん治療
や内分泌代謝研究を遂行する組織であるイニシアティブを立ち上げ、世界レベルの成果を目
指します。 
 
東京農工大学       松永  是        東京農工大学は、「国立大学改革プラン」が
示す改革の方針等を真摯に受け止め、若手、女性、外国人研究者の登用を加速するとともに、
実践的な産学連携を基軸に国際機関・組織との対話を通じた教育研究を推進し、日本の産
業界を国際社会に向けて牽引できる「理系グローバルイノベーション人材」の養成に邁進して
いきます。 
  
総合研究大学院大学  高畑 尚之  本学は、我が国で最初の独立大学院として、
また唯一つの博士課程のみの研究大学院として、グローバル化知識社会を牽引できる博士
研究者を養成するために、専攻を超えた新たな学位研究プログラムの整備、イノベイティブな
異分野間知識結合の創成、大学共同利用機関との連係ガバナンス改革など、個性的な機能
強化を加速する。 
  
京都工芸繊維大学  古山 正雄  国立大学改革プランは、あくまで国立大学の
将来像を踏まえた通過点に過ぎないという認識である。我々は同プランをはるかに超越した
改革をフロントランナーとして不退転の覚悟で断行していく、ただそれだけである。 



11月29日 国大協 「『大学のガバナンス改革の推
進について（素案）』に対する意見」 
 
 既にほとんどの国立大学においては、学長のリーダー
シップに基づく意思決定過程を明確化し、全学的にガバナ
ンス改革を進めている。（中略） 
国立大学については、「日本再興」の原動力として政府、
産業界をはじめ各方面からますます大きな期待が寄せら
れている一方で、その基盤的経費である運営費交付金は
毎年減額されている。もちろん競争的資金等による重点的
支援も重要であるが、前述したように大学運営には中長期
的視点が不可欠であり、多様で優れた人材を安定的に確
保することが極めて重要であって、ガバナンスをはじめと
する各種の改革を推進するためにも、一定の安定した財
政的基盤を確保することが必要である。 



日本経団連、12月13日「提言：イノベーション創出

に向けた国立大学の改革について 」 

 

 イノベーション創出に向け、各国では大学の競争力強
化を積極的に推進、 安倍政権の「国立大学改革プラン」
の実効ある推進に向け、具体的方策に関し提言。 
大学の数・規模を見直し、再編・統合を伴う形で「研究重
点型」「教育重点型｝「地域貢献重点型」等へ「機能分化」
をせまり、そのためには 
①「競争原理の導入」 
②「組織力の強化」 
③「透明性の確保」 
の３つの視点が重要であると強調、 
産業界のそもそもの動機と意気込みを顕にしている。 



理工系人材育成戦略の策定に向けて 
          ２０１４0218  日本経済団体連合会 
   安倍政権は、人材育成を成長戦略の重要な柱と位置付け、
昨年11月に「国立大学改革プラン」を公表 

   イノベーションの創出や産業競争力の維持・強化に不可欠
な理工系人材の育成戦略を年度内に策定 

 
１．大学の機能分化と特色ある教育の実践 
２．教育内容の充実と質保証 
３．若手の育成を目的とした継続的施策の実施 
４．女性理工系人材の重要性 
５．産業界との連携・対話の強化 
６．初等中等教育における理数科目の関心の向上 
７．重要な国家戦略としての推進 



「 国立大学改革プラン」にもとづく大学再編計画への批判 

 
 
（はじめに） 
１．大学とその卒業生の現状 
２. 人材育成機能強化、人材のグローバル化推進 
３．財政誘導による「大学改革」の強要 
４．ミッションの再定義と国立大学改革プラン 
５．大学のガバナンス改革の推進 
６．国立大学協会、日本経団連の動向 
（おわりに） 



 産業界の直接・間接の意向を具現化するための現在進
行中の動きの中で，経済再生本部・産業競争力会議の産
業強化政策を遂行するための、教育再生実行会議の政
策の実行施策プラン作りに総合科学技術会議・文科省は
狂奔し，主要な大学―国立大学協会としても―が挙げて
その先頭に立とうとしていることも見過ごせない。 
 「大学改革」が、これまでにない様相で展開されようとし
ている現在、まず大学関係者が、設置形態の違いを超え
て、その状況について早急に討議を深め、共同の闘いを
始めることがまず必要である。 
 現在の教育再生政策が高等教育だけでなく、すべての
教育体系を抜本的に改定する中心課題として提言されて
いることを考えると、国民の期待に応えうる大学高等教育
を大学関係者だけでなく、国民的共同での運動を形成し
なければならないことを強調しておきたい。 
  



 1 

平成26年2月22日 

JSA大学問題シンポジウム～学術研究体制の惨状と解決の展望～ 

明治大学 駿河台校舎 リバティ・タワー 10 階1105 番教室にて 

非常勤講師の現状と課題 

－大学教員のカースト社会における非常勤講師のアパルトヘイト化－ 

 

拓殖大学非常勤講師・首都圏大学非常勤講師組合委員長 

松村 比奈子 

 

１．非常勤講師の三重苦 

 (1)非常勤講師の類型(平成 22年学校教員統計調査によれば202,294人) 

     広義には大学の講義を担当する非正規の教員全般…例：客員教授など 

     狭義には「非常勤講師・兼任講師」のみ 

      a.本務先のある非常勤講師…他大学・研究機関・企業の専任教員、正社員 

      b.本務先のない非常勤講師(82,844人) 

         b-1.自営業(弁護士・会計士等の士業など)、定年退職後 

                  b-2.専業非常勤講師…研究者ではあるが正規の雇用先がない 

 

 (2)専業非常勤講師の現状 

    「大学非常勤講師の実態と声2007(2010)」1006うち専業は595(419うち専業は278)人より 

       a.55(52)%が女性、45(48)%が男性…専業非常勤講師のみ男女比が逆転  

b.76(82)%が日本国籍、24(18)%が外国籍  

c.平均年齢は、45.3(47.1)歳  

d.平均年収は306(297)万円で、44(40)%の人が250万円未満  

e.授業・研究関連の支出の平均は、27(22.5)万円で、ほとんど公費は出ていない。  

f.平均経験年数は11(12)年、平均勤務校数は3.1(2.7)校、平均担当コマ数は週9.2(7.0)コマ  

g.専業非常勤講師の96%が職場の社会保険に未加入 

75%が国民健康保険、15%が扶養家族として家族の保険に加入 

国民健康保険料は、平均26.4万円 (平均年収の8.6%)、国民年金保険料 (年 166,320円)と 

あわせると年収の13% 

非常勤先で社会保険加入を希望する人は79(82)%  

h.専業非常勤講師のうち労災保険の認知は27(40)%、年次有給休暇制度の認知は24(28)%  

i.大学非常勤講師の教育労働について不満のある専業非常勤講師は95(89)%で、特に雇用の不 

安定さ・低賃金・社会保険未加入・研究者として扱われないことなどに不満 

      j.人文科学系が78%、社会科学系が21%(計99%) 

 

 (3)何が問題なのか＝非常勤講師の三重苦とは 

     過去の苦しみ…巨額の奨学金返済による経済的圧迫(2010・62%が貸与返済中で年30万以上が18%) 

     現在の苦しみ…不安定かつ低賃金による生活不安 

     将来の苦しみ…家庭というセーフティネットの不在(特に男性)・生活保護のみの見通し 

 

 (4)現在、非常勤講師の直面している問題 

     過去に対して…生活と連動した奨学金返済(所得連動型返済制度)の要求 

     現在に対して…労契法改正による無期雇用化、研究教育にふさわしい賃金要求 

     将来に対して…雇用保険の加入、自立可能な年金制度の構築 
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２．近年の労働環境の急激な変化と労働契約法の改正 

改正の概要 

18条…「5年ルール」の導入、19条…期待権の明確化、20条…有期のみを理由とした格差の禁止 

            ⇔※早稲田大学・大阪大学・神戸大学は更新上限就業規則の制定 

 

３．2013年の早稲田大学にみる非常勤講師への対応 

(1)3月、非正規職員・非常勤講師の更新年限を5年までとする就業規則を新設 

(2)法学部のクーリング強要アンケート 

 (3)商学部で偽装請負の導入による非常勤講師のコマ限？ 

   文科省の2007年［大振-8］…授業の外部委託は学校教育法に違反・学校教育法に準拠すれば偽装請負 

 

４．5年上限・クーリングとパチンコ経営学 

 (1)5年上限当時の状況 

※大学は非常勤講師が必要・可能な限り長く働いてもらいたい 

いつでも雇い止め自由な有期雇用のままにしておきたい⇒大学社会のアパルトヘイト化 

   ※4000人の非常勤講師に対して、5年上限の実行は非現実的・大学の質保証も維持できない 

19条の期待権も否定できない⇒クーリングへ 

 

 (2)大野高裕教授のパチンコ経営論？ 

「遊技業界と大学は似ている面が多々あり、早稲田大学の取り組みを参考にしていただきたい」 

（東京都遊協と青年部会の合同主催「サマーフォーラム2008」・講演「『パチンコ』から『Pachinko』 

への経営革新の視点～早稲田大学のグローバル化に見る『黒船』と自己変革」より）                  

※「若年層こそ宝の山」（2011年2月 16日「遊技業青年部全国交流会」での講演） 

 

   ⇒もはや大学は「パチンコ屋」…今後はグローバルに(特にアジアの金持ち)客を集めよう！ 

       大学にとって学生は「客」…いかに呼び集めるか 

非常勤講師は「パチンコ台」…魅力が無くなれば廃棄・入れ替え 

専任教員は「集客・メンテナンス店員」…呼び込み、講師のメンテ 

 

 

５．大学経営者側の動向～有期雇用研究者のアパルトヘイト化要求～ 

(1)文部科学大臣への要望書 

a.全国私立大学団体連合会 

「『労働契約法の一部を改正する法律』に関する要望について」(6/26)文部科学大臣宛 

「わが国の教育研究の発展と継続性及び若手研究者の人材育成等の観点から、私立大学におけ 

る有期契約労働者については、無期労働契約への転換ルールの適用から除外するなど、弾力的な 

運用が可能となるよう強く要望」 

                5年上限→×、クーリング→×、適用除外→○ 

    「『労働契約法の一部を改正する法律』に関する要望」(9/26) 文科省宛？ 

「わが国の教育研究の発展と継続性及び若手研究者の人材育成等の観点から、私立大学の有期契約労

働者においては、教育研究事業に直接関わる教員及び研究者に関し、何らかの特別措置を設けるな

ど、弾力的な運用が可能となるよう強く要望」 

     b.国立大学協会 

    「改正労働契約法に関する要望」(9/26)文部科学大臣宛 

    「大学においては、活力を生むために人材、特に若手教員・研究者の流動が不可欠であること、真 

理の追究を目的とする大学の教育研究は短期間(5年)で成果を評価することが困難であること、 

また引き続く基盤的経費の削減の下で多くの研究者の雇用財源は、一定期間内に達成すべき目標 

を明確に設定し、必要な人材を結集する期限付きのプロジェクト研究資金で賄われており、プロ 

ジェクト研究期間終了後の継続雇用の困難さをはじめとした財政的な問題等が複合的に重なり、 
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改正労働契約法への対応が極めて困難な状況に直面しています。…」 

「…今後も国立大学が活力をもって発展し、我が国社会に貢献していくために、全ての有期労働契 

約の教員・研究者等については、改正労働契約法の無期労働契約への転換期間の延長など、大学 

の特性に即した弾力的な運用が可能となるよう特例措置の制定などについてご配慮いただき…」 

   c.公立大学協会 

    「改正労働契約法の取扱いに関する要望について」(9/26)文部科学大臣宛 

    「大学教員は、一般の労働者とは異なる特有のキャリアパスをとっており、複数の機関で教育研 

究実践を積み重ねるのが通例です。従事する研究プロジェクトが5年を超える場合もありますが、 

今般の労働契約法の改正によって、予め有期契約期間を5年未満で設定するなどして、教員雇用 

の不安定化を招き、大学側にとって優れた人材の確保が困難となっています。…」 

   「…我が国の大学における教育研究の発展及び将来に向けての優れた若手研究者を育成する観点から、 

大学における有期雇用労働者に対する、改正労働契約法の無期労働契約への転換の仕組みの適用に 

関しては、改正労働契約法の趣旨を十分に尊重しつつも、大学の教育活動の特殊性に十分に配慮し 

た特例措置を設けるなどの弾力的な取扱いが可能となるよう要望…」 

(2)大学経営からの要望の概要 

    ①研究教育者の育成には複数の有期雇用が不可欠⇒特別のキャリアパス 

    ②５年以上のプロジェクト研究が組めない、財政難 

 

６．研究者の将来はどうなるのか 

  (1)10/3日本学術会議・若手アカデミー委員会・若手研究者ネットワーク検討分科会 

「【緊急アンケート】改正労働契約法に関する若手研究者アンケート 集計結果報告」 

およそ1800件の報告、そのうち 80％近くの回答が改正法の影響大 

 (2)10/4朝日新聞 

『国家戦略特区』の有識者WGが特区で解雇など規制緩和対象を『弁護士らの専門職と院卒者』に限る 

※6月の議事録「…それから、『研究者等への労働契約法をめぐる課題に関する検討』について。四 

月からは、有期雇用は５年間で期限を切って、それ以上は終身雇用を希望する人達の希望に沿え 

ないならやめていただくという制度になった。しかし、この制度は研究者にとっては非常に困る。 

それで、有期雇用を何度でも繰り返しできるような方向に変えていきたいということで議論して 

きた。…」 

（3）10/31日本経済新聞 

自民党の科学技術・イノベーション戦略調査会などの合同会議は 31日、研究開発力強化法の改正 

案をまとめ…大学などが研究者を有期雇用できる期間の上限を従来の５年から10年に延長する…」 

   ※11/27に国会提出・12/5に成立…わずか9日間の法案公開 

 

７．研究開発力強化法改正案の何が問題か 

(1)研究開発力強化法の目的との不整合 

①目的は経済成長と連動した企業のイノベーション支援、しかも人文科学のみの研究開発を除く 

②人文科学のみの研究者・技術者・非常勤講師の特例は目的と無関係 

③労契法の附則は8年後の検討を明記・今「特例」を設ける立法事実がない 

    ④経過措置は事実上の遡及効果 

 

(2)法改正に関する疑問点 

○5年超のプロジェクト研究はできないのか？ 

○長期プロジェクトの途中で辞めさせなければならないのか？ 

○複数の有期雇用でなければ若手研究者の人材育成ができない？ 

    ◎適用範囲の謎…誰が対象なのか？ 

      11/29の国会答弁では文科省の担当者が「網羅的なデータを把握していない」が１０万人規模 

  (1)内閣府所轄・研究開発法人の任期付研究員…7000人 

  (2)放送大学・短大を除く大学の任期付本務教員…4万 3000人 

  (3)医局員その他の研究員…2万7000人(無期・有期を含む) 
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  (4)研究開発法人・大学等の技能者…1万7000人(無期・有期を含む) 

  (5)リサーチ・アドミニストレーター(研究管理の専門人材)…200人 

  (6)民間の大学等との共同研究従事者…3000人(無期・有期を含む)⇒計 9万 7200人 

            ⇒「対象となる可能性のある方々は、少なくとも10万人規模」 

          

※2010(平成22)年の学校教員統計調査によれば、大学の兼務教員（非常勤講師、特任教授 

その他）の人数は 20万2294人(のべ人数)＝上記(1)～(6)には入っていない 

 (3)法改正の[本当の]目的は何か 

①法運用の誤解(？)と詭弁により、研究者をモノ化して使い捨てに⇒人間の尊厳を否定する 

  その目的は、永続的な既得権益の維持？＝教員体系のアパルトヘイト化 

②大学の有期雇用教員で一番多いのは語学の非常勤講師 

  人文科学研究者を特例で延長する最大の目的は若手研究者ではなく非常勤講師の使い捨て 

      ○そもそも大学は財務・労務管理がずさん 

      ○また運営費交付金の削減に怯え、行政におもねる方向しか見いだせない 

         ⇒永続的に首が切れるよう、転換権を取り上げたいという大学経営者の意向 

                                    

８．研究と人間の尊厳 

 (1)国連教育科学文化機関（ユネスコ） 

「科学研究者の地位に関する勧告(1974年)」のⅡ-9-(a) 

「国の科学及び技術関係要員の不断の十分な再生産を維持するため、高度の才能を有する若い人  々

が科学研究者としての職業に十分な魅力を感じ、かつ、科学研究及び実験的開発が適度の将来性 

とかなりの安定性のある職業であるという十分な確信を得ることを確保すること。」  

 

(2)「高等教育教員の地位に関する勧告(1997年)」 

教員の学問の自由のために、民主的な手続きや雇用の安定が強調 

  

(3)5/17「社会権規約委員会第3回勧告(和訳)」 

「16．…委員会は、有期契約労働者の契約が不公正に更新されないことを防止するため、労働契 

約法の執行を強化しかつ監視するよう、締約国に対して求める。」 

        

                  

現実はむしろ逆・労働契約法の執行を特例により緩和 

大学・研究機関の一方的な判断により問答無用で本人の意欲や熟練を否定する 

雇用のあり方はむしろ研究者の育成に有害ではないのか？ 

 

９．あるべき教育研究の方向とは 

  (1)研究開発力強化法のもう一つの問題点 

        →「我が国及び国民の安全に係る研究開発やハイリスク研究への必要な資源配分」 

        ⇒軍事研究(兵器開発)への傾斜配分の実現 

            学問が政策の道具になる ⇔ 学問の自由の侵害 

 

  (2)当面の追求・議論すべき大学問題 

        ①非常勤講師の位置づけ…研究・教育の正当な評価基準とは何か 

        ②若手研究者と非常勤講師の区別…非常勤講師の実態は「若手」研究者ではない 

        ③大学の教育研究の財務と労務の追求…特殊性のみで片付けない 

       ↓ 

研究や研究者を政治の道具にしないための 

研究者としての社会的責任を考えるべき      



新しい研究開発法人創設の動き 

大学問題シンポジウム  

於 明治大学 
   2014年  2月22日 

 

JSA茨城支部 

国公立試験研究機関問題委員会 

小滝 豊美 
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国立研究開発法人（仮称） 

2013年12月24日 閣議決定 

「独立行政法人改革に関する基本的な方針」 
 

国立研究開発法人（仮称） 

特定国立研究開発法人（仮称） 

の創設 
 

•国家戦略・成長戦略としてのイノベーション戦略への
動員 

•独立行政法人制度の矛盾に対する弥縫策 
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独立行政法人とは 

独立行政法人通則法第2条第1項 

 

「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に

実施されることが必要な事務及び事業であって、 

国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、 

民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれ

があるもの 

又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効

率的かつ効果的に行わせることを目的として、 

この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」 
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独立行政法人 

1997年 行革会議最終報告 
 

2001年4月 最初の独立行政法人 発足（9府省57法人） 

国立試験研究機関、博物館、科学博物館、美術館、青年の家、少年自然の
家など 
 

2003年 特殊法人など 

2004年 国立大学・国立病院など 

2007年 特殊法人など １０１法人 

 

運営費交付金をうけて中期目標・中期計画に基づき運営される 
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政府による「改革」 ・「効率化」の象徴 

「公務員へらし」の隠れ蓑 
 



独立行政法人見直しの流れ １ 

2001年4月 独立行政法人 発足 

2004年 前倒しの抜本見直し（半数の研究独法）  

2005年～2006年 第2期中期目標（非公務員化） 

2007年12月整理合理化計画(福田内閣） 

2009年 民主党政権成立 
独立行政法人の抜本的な見直しについて（2009年12月25日） 

  行政刷新会議による独法の抜本見直し 

2010年12月 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針 

2012年1月 独立行政法人の組織・制度の見直しの基本方針 

研究機関：成果目標達成法人のうち、研究開発型 

 

→独法通則法改正案  2012年5月国会提出 →廃案 
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独立行政法人見直しの流れ ２ 

2012年 自公政権への逆戻り 

民主政権下での独法見直し方針の凍結・再検討 
 

2013年6月 独立行政法人改革に関する有識者懇談会の中間

とりまとめ 
 

行政改革推進推進会議 ＞独立行政法人改革等に関する分科会（2013年9月） 
＞４つのWG 

 

2013年12月 独立行政法人改革に関する基本的な方針 
100法人 → 86法人 （統合19→8、廃止2、特殊会社化1） + 1法人 
 

中期目標管理により事務・事業を行う法人 

中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

単年度の目標管理により事務・事業を行う法人 

 

 

6 



独立行政法人改革に関する基本的な方針 

中期目標管理により事務事業を行う法人 

→ 博物館・美術館・高専・国立病院・学振・学生支援機構等 

 

単年度の目標管理により事務・事業を行う法人 

→ 造幣局・印刷局・統計センター等 

 

中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

＝国立研究開発法人（仮称） 

 
実施時期 

独法通則法改正を要するもの → 2015年4月実施を目指す 

法人統合 →  2015年4月以降可能な限り早期 
 

独立行政法人改革に関する基本的な方針 

中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人 

 

・目的：研究開発成果の最大化 

・国立研究開発法人（仮称） 

・目標設定と業績評価 

 

総合科学技術会議の指針 

総務大臣の指針 

主務大臣が行う 

研究領域の特性 
国際的な水準 

踏まえて策定 

反映 

基づき 

・中期目標期間 最大7年 

・「研究開発に関する審議会」による目標設定・評価・見直しへの助言 

・運用の改善 



独立行政法人改革に関する基本的な方針 

・運用の改善 

高い報酬・給与水準 

課題解決型の目標設定や定量的実績にとらわれない業績評価を可とする 

随意契約を含む合理的な調達 

 

・世界的な研究開発成果の創出を目指す法人 → 

「特定研究開発法人（仮称）」 内閣府・総務省供管の別法 

 

・国立健康栄養研究所+医薬基盤研究所→統合法人＋日本医療研究開発

機構（仮称）（日本版NIH） 

医療関係ファンディング機能の集約（約1400億円） 

創薬支援業務 

研究開発力強化法と国立研究開発機関構想 

2008年 研究開発力強化法 

研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、基本理念

を定める 

附則 

政府は、この法律の施行後三年以内に （中略）、 この法律の規定につい

て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

 

 

 

 機能強化検討チーム（2009年12月～） 
2010年4月 中間報告 国立研究開発機関（仮称）制度創設

の提言 
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第4期科学技術基本計画における研究開発法人の改革 

2011年8月19日 閣議決定 

研究開発法人の改革 
 

推進方策 

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」を踏まえつつ、研究開発の

特性（長期性、不確実性、予見不可能性、専門性）に鑑み、組織のガバナンス

やマネジメントの改革等を実現する国の研究開発機関に関する新たな制度を創

設する。 
 

新しい組織への期待が高まったが、最終的な検討は行政刷新会議独

法分科会での議論に委ねられた 
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新たな研究開発法人制度の検討 

第1ステージ 

新たな研究開発法人制度創設に関する有識者懇談会（所管：内閣府

特命担当大臣（科学技術政策）及び文部科学大臣） 

 

    2013年9月24日 第1回 

    10月23日 第2回 報告書骨子案審議 

    11月12日 第3回 骨子案 

    11月19日 第4回 報告書案 

     

    総合科学技術会議での議論 
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第2ステージ 



新しい次元の研究開発体制に移行し、我が国の研究

開発力の抜本的な強化につなげる 

研究開発成果の最大化 

世界最高水準、国家戦略の実施機関 

大学や独法とは別のマネジメント、課題解決型 
 

国際的な動向・水準等を踏まえた専門的な評価 
 

世界の頭脳の内部化ー給与水準を国家公務員並みにしない 

迅速かつ効果的な調達 

特性を踏まえた制度運用 
 

選ばれた研究開発法人に適用される 

     

 

新たな研究開発法人制度報告書案 
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研究開発機関の扱いをめぐるバトル 

新たな研究開発法人制度創設に関する有識者懇談会 

 

 

 

 

 

行政改革推進推進会議 

独立行政法人改革等に関する分科会 
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今後 

2014 通常国会  

日本版NIH法案 提出ずみ 

独法通則法改正案？ 

特定研究開発法人制度法案？ 

2014 臨時国会 

個別法提出？？ 

2015 改正通則法・新制度による独法発足？？ 

16 



今後の懸念 

• 総合科学技術会議の府省連携プログラム（戦略的イノベー
ション創造プログラム、SIP）への予算の移転 約500億円 

• 限られた原資からの、選ばれた組織や研究者に対する優遇
ーーーパイの奪い合い 

• 「国家戦略」に乗れない研究分野の切り捨て 

17 

「じり貧」を運命付けられた独立行政法人 

中期計画に盛り込まれた運営費交付金の計算式、 

農水省関係 
 

運営費交付金＝（前年度一般管理費ｘα＋前年度業
務経費ｘβ）ｘγ＋前年度人件費相当額ｘδ±ε－自
己収入 

（－統合メリット） 
 

α：0.97、β：0.99  効率化係数  

γ：消費者物価指数 

δ：0.99  人件費抑制係数 

ε：業務の状況に応じて増減する経費 

2013年度は一般管理費、業務経費ともに前年比5%減 

 

採用の抑制→高齢化・活力の低下 18 



研究職員数の推移 

19 

△２２ 

△３１７ 

＋５４ 

△２８５ 

農水省傘下研究開発独法における研究職員の年齢
構成 
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２９歳以下 

30歳代 

40歳代 

50歳以上 

2010年 農林水産関係試験研究機関基礎調査 



農水省農林水産研究予算（人件費を除く）の推移 

21 

2014～ 

省庁から総合科学技術会議
SIP（戦略的イノベーション創

造プログラム）への研究費の
移転（500億円）された 

某研究所の収入額の推移 

22 



某研究所の成果の推移 

23 

宿舎削減計画とは？ 

24 

2年で削減！ 

当初 現在 2年後 

2012年12月財務省が発表した「合同宿舎
の削減計画」 

今後５年を目途に、全国で 
21.8万戸→16.3万戸（△25.5％） 

 

つくば市では2年間で 
3766戸→1255戸（△67％）! 

合同宿舎 

大学等の宿舎 

 大学・高エネ研等以
外の独法職員は入
居不可 

3766戸 1255戸 

2511戸 

朝霞の公務員宿舎建設再開をきっか

けに吹き出した公務員バッシングへ

の対応で「過激な」削減計画が作ら

れた 

つくばにおける公務員宿舎数の推移 



消費税増税と給与削減 
政府の公務員・独法職員バッシング 

給与関係閣僚会議（2013年11月15日）等についての報道内容 （時事通信） 

25 

 

労基法91条 

1回の処分事案に対して「平均賃金の1日分の半額（0.5日分）以下まで」 

減給総額「1賃金支払期の賃金総額の10分の1以下まで」 

地方自治体の試験研究機関 

都道府県の試験研究機関の定員数は7年間で13%
（25%～-9%）減少した。 

 

•試験研究機関を独法化した都道府県 

北海道・大阪府・青森県・東京都・岩手県 

鳥取県・山口県 

 

26 



地方独立行政法人 

  地方独立行政法人数： 

    １１１（２０１３年４月１日）(総務省） 

    内訳 

    大学：６３ 

    公営企業：３８（病院等が含まれる） 

    試験研究機関：９ 

    社会福祉：１ 

 

27 

試験研究型地方独立行政法人 

東京都立産業総合技術センター    2006  非 

岩手県工業技術センター 

鳥取県産業技術センター      2007 

大阪市立工業研究所      2008  非 

青森県産業技術センター      2009  非 

山口県産業技術センター 

北海道立総合研究機構      2010  非 

大阪府立産業技術総合研究所    2012  非 

大阪府立環境農林水産総合研究所    非 

（設立順） 

 

「公営企業」東京都健康長寿医療センター  2009 
28 



地方独立行政法人法 

2013年5月 地方独立行政法人法が改正された 

 

定款の改正により特定(公務員型）から一般(非公務員型）への
移行を可能とする 

 

逆はナシ 

 

29 

独立行政法人とは何なのか 

独立行政法人：政治的存在、独立でない 
研究機関・大学・病院など－見せかけの公務員削減 

特殊法人など－看板の掛け替え 

見直し・「改革」－国公立の組織・公務員の政治利用

＝（“官“が）身を切る  

公務員バッシングを背景に／利用して、評価・見直し結果を振り

かざして進める定員削減・歳出削減、サービス削減 

 

絶え間ない見直し 

一貫して求められてきたのは削減のみ 

「評価」はあっても検証は無し 

 
国民の財産の食いつぶし 
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独立行政法人とは何なのか 

トップダウン・押しつけの「改革」：思考停止・たこ

つぼ化の強制・改革疲れ 

「中期」目標３～５年：長期的展望の禁止・近視

眼的視野の強制・評価疲れ 

渡しきりなのに「太い紐付き」交付金、事業費と

人件費の間のミシン目：金による強制・経費の

強制削減＝弱体化の組み込み 

 

持続不能な制度 
31 

国がやるべきことは国がやる 

独立行政法人＝悪の組織論 を許さない 

先行独法＝研究機関、博物館、美術館等 ｖｓ 一部の法人 

 

そもそも論：研究機関に独法制度をあてはめたことが間違いだ 

 

「改革」信仰・からの解放 

 

「改革」の本質 

定員削減・歳出削減＝国民サービスの削減 

課題の克服  

32 



研究機関に独法制度をあてはめたことが間違いだ 

 

 

 

新研究開発法人制度 

 

 

選択と集中 

 

「成長戦略」の一環であり、競争力の強化、財界・産

業界の「役に立つ」研究成果が強烈に指向されてい

ることに注意が必要である。 

課題の克服  

33 

 

公務員・独法＝悪 

効率化・「改革」＝善 

経済至上主義 

という刷り込みからの解放 

課題の克服  

34 

役割・存在意義の認知・周知 

科学リテラシーの向上 

 

「見直し」や「改革」の議論に当事者

も関与させろ。 

必要な事業に相応の人員と予算を。 

組織運営はボトムアップで。 

 

 


